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新年のごあいさつ
　新年明けましておめでとうございます。皆様方には平

成最後のお正月を清々しく迎えられたこととお慶び申

し上げます。

　昨年は、会員の皆様には法人会活動に多大なご協力を

賜り、お陰様で各事業を盛会裏に推進することができま

したこと感謝申し上げます。また、各事業を実施するに

あたり、北沢税務署長原省三様はじめ幹部の皆様、関連

機関及び関連団体の皆様方には多大なるご尽力を賜り

ましたこと衷心より御礼申し上げます。

　さて、昨年の政治経済は中国の抬頭による危機感とグ

ローバル化による失業率の悪化に歯止めをかけようと

するトランプ大統領の保護貿易政策が世界に波紋を投

じ、それに共鳴する人たちがトランプに続けと立ち上

がった年でありました。

　また、日本だけでなく、世界中で自然災害である地震、

津波、竜巻、火山噴火など、温暖化に起因すると思われる

超大型台風、異常豪雨、異常乾燥、異常熱波などの異常気

象による洪水、暴風害、山火事などの災害が世界各国で

発生し多くの方々が被災されました。予測のできない突

然の災害に被災された多くの方々に心からお見舞い申

し上げ、早期復興を祈念申し上げます。

　このような状況下で、当会は平成16 年に制定した北

沢法人会憲章である「めざします企業の繁栄と社会へ

の貢献」に基づき、会員各位の企業が健全に発展するこ

とがすなわち社会貢献の第一義であるとの基本理念に

則って法人会活動を続けて参りました。昨年は税知識の

普及と納税意識の向上を目指し、小学生対象の「税に関

する絵はがきコンクール」などの租税教育の実施、決算・

新設法人に対する説明会開催、さらにはe-Tax の普及推

進、マイナンバー制度の周知に取り組むなど税に関する

事業やクリーンウォークなどの公益事業を実施しまし

た。　「税に関する絵はがきコンクール」では北法人会が

選考した作品が全国最優秀賞を受賞し、新設された都知

事賞も受賞いたしましたことを改めてご報告申し上げ

ます。

　今年はさらに公益法人と呼ばれるにふさわしい公益

事業と会員のための共益親睦事業をバランスよく実施

してまいりますので会員の皆様には、なお一層のご協力

をお願い申し上げます。また、会員の皆様には法人会の

保険制度への加入や各種の福利施設および厚生制度の

利用によるメリットも享受していただきますようお願

い申しあげます。

　法人会は地域の異業種である法人が集って「税につ

いて」「地域企業の発展について」「地域社会への貢献に

ついて」考え実践することができる「唯一の場」です。こ

の「マグネティック・フィールド」を皆様と一緒に育て

活かすことによって法人会を有意義な会にしていきた

いと思います。皆様のご支援ご協力の程よろしくお願い

申し上げます。

　私事ではございますが、昨年は納税功労による財務大

臣表彰を受彰いたしました。思ってもいなかったことで

あり、大変感激しております。これもひとえに会員の皆

様方と共に法人会活動をはじめとする多くの活動をさ

せていただいたおかげだと感謝申し上げます。また、私

を支えてくれた妻や家族たちにも感謝しているところ

でございます。

　本年が皆様にとりまして新たな飛躍の年となります

ことを祈念申し上げ、皆様方のご健勝とご事業の益々の

ご発展を心よりお祈り申し上げまして、年頭のごあいさ

つとさせて頂きます。

　会長　飯 野　光 彦

新春を迎えて
飯野 北沢法人会会長
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新年あけましておめでとうございます。

平成 31 年の年頭に当たり、公益社団法人北沢法人会

の会員の皆様方には、新春を健やかにお迎えのことと心

からお慶び申し上げます。

旧年中は、飯野会長をはじめ、役員並びに会員の皆様

方には、税務行政に対しまして深いご理解と多大なご協

力賜りましたことを厚く御礼申し上げます。

貴会におかれましては、地域社会における税のオピニ

オンリーダーとして、各種研修会の開催や講演会を通じ

ての正しい税知識の普及や納税意識の高揚に努められ

るとともに、「北澤八幡神社例大祭」への出店、せたがや

産業フェスタにおける「クリーンウォーク」の開催を通

じた地域社会への貢献活動、女性部会を中心とした「税

に関する絵はがきコンクール」の開催や青年部会の「Ｓ

ＫＴ連絡会」など、多種多様な活動に積極的に取り組ま

れました。

このような様々な活動が実施できたことは、ひとえ

に、会員の皆様の日頃からの真摯なご努力の賜物であ

り、大変心強く感じますとともに、そのご努力に対しま

して、深く敬意を表する次第でございます。

ところで、近年のICT（情報通信技術）・AI（人工知能）

の進展やマイナンバー制度の導入により、税務行政を取

り巻く環境が大きく変化する中、私ども税務当局が、今

後とも、納税者の皆様の理解と信頼を得て、「納税者の自

発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」とい

う国税庁の使命を果たしていくためには、そうした環境

の変化に対応し、ICT の活用等により、納税者の利便性

の向上を推進していく必要があります。

とりわけe-Tax は、納税者、税務当局の双方において

メリットがあり、更なる普及と定着に向けて今後とも取

り組んでまいりたいと考えておりますので、引き続き、

皆様方のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

年が改まり、間もなく平成 30 年分の所得税・贈与税

の確定申告の時期を迎えます。本年も「ベルサール渋谷

ファースト」に当署を含めた渋谷署・世田谷署・玉川署・

目黒署の５署合同による署外申告書作成会場を開設い

たしますが、昨年同様、混雑が予想されますので、e-Tax

による申告・納税、あるいは国税庁ホームページの「確

定申告書等作成コーナー」をご利用ください。

特に、本年1月からは、e-Tax利用の簡便化として、「Ｉ

Ｄ・パスワード方式」が導入され、マイナンバーカード

やIC カードリーダライタがなくても利用できるように

なり、さらにスマホやタブレット端末でも所得税の確定

申告書の作成及び申告ができるようになりました。まだ

e-Tax を利用されていない方は、この機会にぜひe-Tax

による申告をご検討くださいますようよろしくお願い

申し上げます。

さらに、本年 10 月から導入される消費税の軽減税率

制度の円滑な実施に向けては、事業者の皆様に制度の内

容を十分にご理解していただくとともに、自ら適正な記

帳・申告を行っていただけるよう、制度の着実な周知・

広報並びに相談事務等に取り組んでいかなければなら

ないと考えております。

このような取組を推進していくためには、貴会をはじ

めとする関係団体の皆様のご協力が不可欠であると考

えております。本年も、より一層のご支援とご協力を賜

りますよう、お願い申し上げます。

結びに当たりまして、この新しい年が公益社団法人北

沢法人会並びに会員の皆様方にとりまして、大いなる飛

躍の年となりますよう心から祈念いたしまして、新年の

ご挨拶とさせていただきます。

新春を迎えて
原 北沢税務署長
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青年部会創部40周年記念式典・祝賀会

青年部会創部40 周年記念式典を終えて
　私が今回の青年部会創部 40 周年実行委員長を受けるこ

とになったのは、平成29 年の暮れ頃だったように思いま

す。食事の席で、部会長より依頼を受けましたが、最初は全

く引き受けるつもりがなく、どうして自分が？という気持

ちが先行していました。

　実際に、実行委員長としての活動を開始してみると、規模

や予算はどのくらいで行うのか、それにより会場をどこに

するのか、また記念誌の作成はどのようにするのか等々決

めなければならないことが非常に多く、気持ちは下がって

いく一方でした。

　しかし、式典に向けて準備を進めていく中で、私自身の気

持ちも次第に変化していきました。まず、記念誌及び動画作

成作業を行うに当たり、青年部会40 年の歴史を遡る必要が

ありました。しかしながら、当時の資料がほとんどない状況

だったため、歴代部会長である諸先輩方にご協力いただか

なくてはなりませんでした。当時の様子や事業に携わって

いたときのお気持ち等貴重なお話を伺いました。その際に

諸先輩方がおっしゃっていた、「青年部はいっぱい失敗して

いい場所なんだ！だからチャレンジできる！」という言葉

が、まさに私の心の支えとなり、実行委員長として真剣に取

り組む心構えができました。

　そしていよいよ 40 周年記念式典当日、動画の完成形が

開始１時間前になっても届いておらず（汗;） 等々、諸先輩

方にはご迷惑をおかけしてしまいましたが、北沢法人会青

年部会の皆様のご協力のおかげで無事に式典を終えること

ができました。

　実行委員長を引き受けてから非常に長い期間ではあり

ましたが、このように大きな式典の企画・運営を経験して

実 行 委 員 長
石井 博晶

青年部会 部会長
菅 原　靖

平成30年10月23日( 火)　京王プラザホテル 4F「扇」にて、青年部会 40周年記念式典・祝賀会が催されました。
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余興はアジアントリニティーさんによる華やか演奏

全 国 青 年 の 集 い
　 2018 年 11 月８日（木）９日（金）の両日、第32 回

法人会全国青年の集い岐阜大会が、岐阜市の長良川国際

会議場にて開催されました。大会は“未来を切り開く先

駆けとなれ～「天下布武」発信の地岐阜から～”のスロー

ガンのもと、全国の青年部会員をはじめとする約2,460

人（登録者数） が一堂に会し、北沢法人会青年部会から

も６名が参加しました。

　大会式典では、加藤大会会長の開会の辞に始まり、来

賓の皆様のご祝辞の後、青年部会員増強運動の表彰や、

前日に実施された租税教育活動プレゼンテーションの

審査結果発表があり、最優秀賞の金沢法人会青年部会に

よる活動事例の発表が行われました。「税の使い道総選

挙2018」と題したコンテスト方式の斬新な租税教育の

スタイルには、大いに刺激を受けました。以後新たな手

法として参考にするべきだと感じました。

　続いての記念講演では、女優で国連開発計画（UNDP）

親善大使の紺野美沙子さんのお話を拝聴しました。この

中でUNDP の活動についてのお話をされながら、その流

れで「SDGs ＝持続可能な開発目標」との関係をご説明

されました。SDGs は当方が個人的に取り組んでいる事

柄であり、興味深く内容を伺いました。また最後に語られ

た「限られた人生の時間、その一部でもみんなの為、社会

の為に使いたい」とのお言葉が大変心に沁みました。

　最後を締める大懇親会においては、美川憲一さんがご

登場。皆様ご存知の「さそり座の女」で冒頭から大いに

盛り上がり、岐阜の食材をふんだんに使った料理も大変

美味しく、耳と舌で２度美味しい素晴らしい宴でした。

　また、大会参加の前後の時間を使って世界遺産の白川

郷を訪れたり、名古屋方面に出向き熱田

神宮への参拝からきしめんやひつまぶし

を頂くなど、“課外活動”も大変楽しめま

した。

　来年の全国青年の集いは、大分での開

催となります。一人でも多くの部会員に

参加頂き、全国の法人会青年部会の勢い

と楽しい空気を味わって欲しいと思いま

す！

（青年部 幹事  坂東 諭史）

歴代の青年部会長

勉強になることがたくさんありました。また、歴代部会長の

方々と直接お話しさせていただく機会をいただいたことは、

私にとってかけがえのないものとなりました。歴代の諸先輩

方の思いをしっかりと未来へ引き継ぎ、私自身、今後も新た

なことに挑戦していきたいと思っております。

　ご協力いただきました法人会の諸先輩方、青年部OB・

OG の皆様、また関係諸団体の皆様には心より感謝申し上

げます。　　　　　　　（青年部会 副部会長　石井 博晶）
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平成 30 年度  納 税 表 彰 式

　平成 30 年 11 月 13 日 ( 火) 16 時より 、北沢タウン

ホールにて今年の納税表彰式が行われました。

　本年の納税表彰において当会では、署長表彰を鳥居佐

智子氏、馬場宏明氏、また署長感謝状を石割洋子氏、細谷 

豊氏の４名が受彰したほか、当会が租税教育推進校等署

長感謝状受彰者となりました。

　そのほかの受彰者は、北沢間税会より３名、北沢納税貯蓄

組合連合会より２名、北沢青色申告会から５名が受彰した

ほか、( 公社) 東京都世田谷区歯科医師会が選ばれました。

　当日は多くの列席者が参加し、式典では原北沢税務署長

より表彰状ならびに感謝状の贈呈が厳粛な雰囲気の中で

執り行われ、ご来賓の祝辞の後、租税教育推進校等署長感

謝状を当会の広瀬副会長が受け取りました。

　そのほか栄誉ある財務大臣表彰を当会会長の飯野光

彦氏が受彰したほか、国税局長表彰を北沢間税会会長の

宍戸啓昭氏が受彰したとの披露がなされました。

　すべての式典がとどこおりなく無事に終了し、記念撮影

後には、祝賀会が催されました。

飯野会長代理で受理した広瀬副会長

署長表彰
鳥居 佐智子 氏（経堂支部）

署長表彰
馬場 宏明 氏（千歳台・船橋支部）

署長感謝状
石割 洋子 氏（下北沢支部）

署長感謝状
細谷  豊 氏（梅丘支部）

原署長による祝辞
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本年は北沢タウンホールにて行われた式典

　平成 30 年10 月 24 日( 水) 港区の三田共用会議所において財務

大臣・国税庁長官納税表彰式が開催され、飯野光彦会長が受彰されま

した。この表彰は、２年前の国税庁長官表彰に続くもので、飯野会長の

法人会活動を通じての納税道義向上等に顕著な功績を挙げたとして

称されたものです。今年度の財務大臣表彰は全国 50 名で、確定申告

PR への協力として俳優の高橋英樹さんも受彰されました。

　当日は会議所講堂で表彰状、バッジと記念品を受け取り、その後バ

スで皇居に移動し、庭の散策後に集合写真の撮影会などがありました。 三田共用会議所外観

飯 野 会 長　 財 務 大 臣 納 税 表 彰 式
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平成 31 年度 税制改正に関する提言提出
今年も税制委員会では、皆様からいただいた「税制改正要望」に関す

るアンケート結果をもとに、「平成31 年度税制改正に関する提言」が平

成 30 年10 月11 日の全法連・鳥取大会で決議されたことをうけ、当会

からも提言書を関係方面に提出させていただきましたのでご報告いた

します。

 「税を考える週間」に合わせ、11 月15 日( 木) に善養寺副会長と大石

税制委員長と３名で保坂世田谷区長を訪問しました。今年も玉川法人会

の大島税制委員長他委員の方2 名と一緒に提出させていだきました。区

長からは、ふるさと納税と行財政改革は表裏一体での改革が必要なこ

と、また空き家問題では、若い人達が古民家をシェアハウスとして活用

している例等が話されました。

また11 月 22 日( 木) には、衆議院東京6 区の越智隆雄議員 ( 自民) に

も提出しました。税制改正要望以外にも、消費税の軽減税率への対応状

況等についての議論が交わされました。

（事務局　廣住　純） 越智隆雄議員への提出

保坂区長への提出
(左から保坂区長、大石税制委員長、善養寺副会長)

平成30年度 北 沢 和 風 会 総 会
平成 30 年12 月 4 日( 火)17 時30 分よりオペラシティ東天紅

において、北沢和風会総会が開催されました。今年も 11 月13 日

( 火) に北沢タウンホールで表彰された方のうち10 名にご参加い

ただきました。

第一部の総会で全ての議案終了後、第二部では北沢税務署西泉

副署長による「日本列島　災害時代に備えて」というテーマでご

自身の体験談をもとに貴重な講演をしていただきました。

第三部の懇談会では、柏倉第35 代署長の乾杯のご挨拶で「今年

の北沢は、關口さんの藍綬褒章、飯野会長の財務大臣表彰、そして

宍戸間税会会長の東京国税局長表彰を受彰し、滅多にとることが

出来ないプロ野球のトリプルスリーのように素晴らしいことで

す。」とおっしゃっていただき、会場が大いに沸きました。また今年

の受彰者の皆様は赤い胸章をつけ出席者の皆様から暖かい祝福を

受けられました。

来年も多くの会員の皆様が納税表彰され、北沢和風会にご入会

されることを願っております。　　　　　　（事務局　廣 住　純）

第 2 部　西泉副署長講演第 1 部の総会で議長を務めた
松林和風会会長

第 3 部懇談会　乾杯のご発声は柏倉第 35 代署長
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第 8 回 「税に関する絵はがきコンクール」表彰式
　平成 30 年11 月 28 日（水） 16 時から北沢法人会事務

局の大会議室にて「税に関する絵はがきコンクール」の表

彰式がおこなわれました。　

　今年から世田谷区長賞も創設され、世田谷区財務部納税

課庄司課長、法人会飯野会長、原北沢税務署長、成瀬都税事

務所副所長、光風会理事桂川先生はじめ税務署の皆様、法人

会副会長多数ご出席頂きました。

　入賞のお子様、ご父兄の皆様、世田谷小学校校長先生代沢

小学校校長先生、池の上小学校校長先生、武蔵丘副校長先

生、担任の先生方もご出席くださいました。表彰式の後で桂

川先生による各はがきの総評もして頂きました。

　今年は18 校前回を300 枚も上回る、1,031 枚もの応募作

品が有り、力作ぞろいで選考委員の皆様も入選作品を選ぶ

のに大変難航されておりました。北沢法人会は平成 26 年度

は全法連女連協会長賞（全国一番)、平成 29 年度は全法連

女連協会長賞と初の都知事賞も合わせていただきました。

　ハガキ貼り、選考会、表彰式、応募いただいた全員への参

加賞発送等、女性部会・事務局の皆様には大変お世話にな

り有難うございました。

　今回も、各学校に入賞者全員の作品を掲載したポスター

を送らせて頂きました。

　小学生の皆さまが少しでも税に関心を持っていただけれ

ばと思います。回を重ねる毎に各学校の応募数も増えて、ま

た、今後のコンクールにも期待が持てると思っています。 

（女性部会 部会長 広瀬 節代）

女性部会 福祉作業所ボランティア
平成30 年11 月13, 14, 15 日に大原福祉作業所のボラン

ティア活動を実施しました。お手伝いは午前中、午後と分け

て参加者を募り、３日間で述べ14 人が参加しました。

作業している方々の個性がキラキラしていて今年も一

緒に作業できたことに嬉しく思っています。休憩に頂いた

コーヒーとクッキーが美味しかったです。

梅ヶ丘駅前や区役所前などのイベントでクッキーやケー

キ、コーヒーの販売に来ている大原のお店を見つけると、買

わせて頂いてます。皆様もぜひ、お買い求め頂いて食べてみ

てくださいね。  

  ( 女性部会 副部会長　平塚 早苗)

広瀬女性部会長による入賞作品の発表
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〜税に関する絵はがきコンクール上位入賞７作品〜

皆さん、明けましておめでとうございます。お正月はゆっくりと過ごせましたでしょうか。
新しい年を迎え、新たな気持ちで税金について勉強して頂きたいものです。
今年も頑張っていきましょう！

Ｌｅｔ‘ｓ　ｔｒｙ！　　　　　　　　　
第 1 問　源泉所得税は、国の税金？地方の税金？ 
　　　　① 国の税金　　　　　　　② 地方の税金

第 2 問　交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当について、課税されない
　　　　金額の最高限度額はいくらでしょう？
　　　　① １０万円 　　　　　② １５万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊答えは 34 ページに掲載

  

教 

え 

て 

！

税ぜ
い
き
ん
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ち
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せ
い

金
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先
生
！
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下 北 沢	 株式会社オットー・デザイン	 大木　道子	 155-0031	 世田谷区北沢3-23-22　スタイル下北沢Ｃ
下 北 沢	 合同会社ＧＥＮＡＵ	 石崎　俊一	 155-0031	 世田谷区北沢2-19-13　斉藤ビル401
下 北 沢	 株式会社ネバーランドインターナショナル	 宮崎　雅代	 155-0033	 世田谷区代田6-3-28
下 北 沢	 株式会社インフィオラータ・アソシエイツ	 藤川　靖彦	 156-0044	 世田谷区赤堤3-3-4
下 北 沢	 株式会社集英都市開発	 小野 桂太郎	 155-0033	 世田谷区代田5-34-17-403
下 北 沢	 有限会社北斗	 加藤　雅美	 155-0032	 世田谷区代沢4-28-3
下 北 沢	 日本たばこ産業株式会社　東京中央第四支店	 羽田　昇弘	 150-6008	 渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー8F
下 北 沢	 オフィスＮＯＢＵＫＯ	 鈴木　亘子	 155-0032	 世田谷区代沢5-9-2　モンシャトー下北106
下 北 沢	 有限会社陣太鼓	 田口 千代子	 155-0031	 世田谷区北沢2-7-6テクノプラザ下北沢2Ｆ
下 北 沢	 くらる整骨院	 三浦　智康	 155-0031	 世田谷区北沢2-20-20
下 北 沢	 株式会社ＳＧＵ（マルアール）	 佐藤　頼子	 155-0031	 世田谷区北沢2-10-15  マルシエ下北沢1Ｆ-2B
下 北 沢	 有限会社スマートポンジャパン	 安保 麻美子	 155-0031	 世田谷区北沢3-2-16
下 北 沢	 株式会社Ｃｏｍｈｅａｒｔｓ(Emotion)	 中  谷　 翔	 154-0005	 世田谷区三宿1-14-2　OGURA　BLDG 2F
下 北 沢	 株式会社I・リビングサポート	 池田　尚大	 155-0031	 世田谷区北沢2-26-8　コニーGRビル２C
下 北 沢	 こはぜ珈琲	 谷川　隆次	 155-0031	 世田谷区北沢2-33-6　グリーンテラス1F
下 北 沢		  舞木　健二	 155-0031	 世田谷区北沢3-30-24-101
下 北 沢		  藤  木　 聡	 155-0031	 世田谷区北沢4-11-6
代沢・代田	 肉いち枚	 江口　一敏	 130-0013	 墨田区錦糸4-14-1　ＨＩＲＡＴＡビル３Ｆ
代沢・代田	 ｆｌｏｒｉｓｔ　ＨＡＮＡＫＯ	 阿多 不二子	 155-0032	 世田谷区代沢2-37-15　三益ビル102
代沢・代田	 株式会社ＳＴＡＣＫ	 原　 利  行	 155-0032	 世田谷区代沢5-29-12-701
代沢・代田	 有限会社やまと三国	 三  国　 修	 104-0061	 中央区銀座6-7-15
代沢・代田	 株式会社アルファークラフト	 米 田　  稔	 155-0033	 世田谷区代田1-43-4-1Ｆ
明 大 前	 真心酒菜　一帆	 齋藤　弘勝	 156-0043	 世田谷区松原5-2-5東松原ユニオンビルＢ１
明 大 前	 株式会社ライフスタイル　東京支店	 五日市 智美	 104-0061	 中央区銀座8-19-2-1101
明 大 前	 うすだ内科クリニック	 臼田　和弘	 156-0043	 世田谷区松原2-29-1ブランテラス松原201
明 大 前	 株式会社ゼノン	 浅 川　  昇	 156-0043	 世田谷区松原6-42-11
明 大 前	 ゴールド会計事務所	 金山　達哉	 156-0043	 世田谷区松原1-46-9 ＯＨＲＥＭ明大前
明 大 前	 司法書士・行政書士あかつき法務事務所	 久保　輝東	 156-0043	 世田谷区松原1-46-9 OHREM明大前ビル502
梅 　 丘	 梅丘酒場とらまる。	 佐々木 正知	 154-0022	 世田谷区梅丘1-26-4
梅 　 丘	 株式会社Ｌ．Ｉ．Ｔ	 紙田　拓弥	 154-0022	 世田谷区梅丘3-6-3
梅 　 丘	 コンシャス	 大山　耕史	 156-0051	 世田谷区宮坂3-12-6
梅 　 丘	 有限会社アイン　渋谷はんこ堂	 内藤　幸夫	 150-0031	 渋谷区桜丘町7-3　ベラコート渋谷101
梅 　 丘	 かどい	 山本 知代子	 154-0022	 世田谷区梅丘1-21-5
桜 上 水 	 藤産業株式会社	 藤澤　一郎	 156-0044	 世田谷区赤堤2-21-7
桜 上 水 	 株式会社シェル薬品	 本郷　恭介	 156-0044	 世田谷区赤堤3-4-9　上保コーポ１階
桜 上 水 	 東京通信機器株式会社	 鈴木　建雄	 168-0074	 杉並区上高井戸1-15-8コベントガーデンB101号
経　　  堂	 沼山造園	 沼山　幸生	 156-0051	 世田谷区宮坂3-7-2ファミール経堂Ⅱ105号室
経　　  堂	 酒と肴　升	 田村　文彦	 173-0035	 板橋区大谷口1-53-3
経　　  堂	 丹羽空調サービス合同会社	 丹羽 真一郎	 156-0051	 世田谷区宮坂1-34-22経堂ポイントWEST202号
経　　  堂	 mono ATelieR	 佐々木 啓之	 156-0052	 世田谷区経堂1-7-9　小澤第二ビル1Ｆ
経　　  堂		  福石　有香	 156-0051	 世田谷区宮坂3-12-20オリーブビル3Ｆ
経　　  堂	 魚のタナ	 下 山　  晃	 156-0052	 世田谷区経堂1-17-12
経　　  堂	 株式会社ＲＩＴＺ	 尾花　一弥	 156-0052	 世田谷区経堂5-36-11経堂パークマンション402
経　　  堂	 株式会社ニッソウ	 前 田　  浩	 156-0052	 世田谷区経堂1-8-17
経　　  堂	 ＡＩＲＥＳ	 村 上　  健	 156-0054	 世田谷区桜丘1-18-13　ベッロ桜丘102号
経　　  堂	 やどかり	 小倉　涼郎	 156-0052	 世田谷区経堂1-21-21　ショップ経堂203
経　　  堂	 富士テクノ株式会社	 石橋　謙介	 168-0073	 杉並区下高井戸1-35-11　コート山谷
経　　  堂	 笠井行政書士事務所	 笠井 その美	 160-0023	 新宿区西新宿7-10-17ダイカンプラザＢ舘1002号
経　　  堂	 プルデンシャル・ジブラルタエージェンシー株式会社	 土居　通明	 156-0052	 世田谷区経堂1-23-9
経　　  堂	 株式会社アイルネット	 唐木　基樹	 107-0062	 港区南青山1-1-1　新青山ビル東館15F
経　　  堂	 嵯峨野	 荒川 千代子	 156-0044	 世田谷区経堂1-23-3
千歳台・船橋	 山手興業有限会社	 山本　一郎	 225-0025	 横浜市青葉区鉄町2023
千歳台・船橋	 スナック・きりん	 生井　利美	 157-0062	 世田谷区南烏山6-27-3
千歳台・船橋	 特定非営利活動法人アート工房らん	 山田 千恵子	 157-0073	 世田谷区砧2-21-10東建砧マンション106号
千歳台・船橋	 ファミリーマート世田谷区千歳通り店	 岡野　久幸	 156-0055	 世田谷区船橋1-30-4グランハウス知世船橋1Ｆ
千歳台・船橋	 有限会社小島木材	 小 島　  茂	 157-0071	 世田谷区千歳台5-21-6
千歳台・船橋	 株式会社世田谷リ・グリーン	 佐野　政之	 157-0071	 世田谷区千歳台3-15-16
南烏山・粕谷	 よりみち	 日暮　篤子	 157-0062	 世田谷区南烏山6-27-2　第一りゅうビル101
南烏山・粕谷	 株式会社善康	 久保　弘憲	 157-0062	 世田谷区南烏山2-31-31-1018
南烏山・粕谷	 飯塚正将行政書士事務所	 飯塚　正将	 157-0062	 世田谷区南烏山1-22-9
南烏山・粕谷	 東京ハートリズムクリニック	 桑原　大志	 157-0063	 世田谷区粕谷3-20-1
南烏山・粕谷	 Primo　piatto	 八 幡　  潤	 157-0063	 世田谷区粕谷4-14-4　ハイラーク芦花公園101

新 入 会 員 の ご 紹 介　(順不同・敬称略 )
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村　上　葬　祭

　今回は、6 月29 日に成立した働き方改革関連法の中から、

「時間外労働の上限規制」について、説明をしていきます。

1．時間外労働の上限時間

　施行 2019 年４月１日～（中小企業：2020 年４月１日～）

労働基準法第 36 条に追加。

　違反した場合は、6 ヶ月以下の懲役または30 万円以下の罰

金が課せられます。

■時間外労働の上限を月 45 時間・年 360 時間を原則とし、こ

れを超えた場合に罰則適用。

■臨時的な特別な事情がある場合、年間6 ヶ月まではこの上

限を超えることが可能だが、その場合でも、以下のすべて

を満たす必要があります。

①単月100 時間未満( 休日労働含む)

②複数月平均80 時間以下( 休日労働含む)

③年720 時間以下　　　　

■自動車運転業務や建設事業等については適用猶予・除外あり

引用：厚生労働省「働き方改革
～一億総活躍社会の実現に向けて～」

　現行では、36 協定の法律上の上限はなく、平成10 年労働省

告示「36 協定において定める労働時間延長等に関する基準」

による行政指導にとどまっていましたが、今回の改正はその

告示の内容を法の規定に格上げしたものになります。

また、臨時的な特別な事情がある場合の上限については、休

日労働を含んだ時間数になりますので、ご注意ください。

2． 36 協定届の新様式と締結時の留意点

　新様式の特徴としては、一般条項の場合と特別条項付きの

場合とで様式が分かれていることが挙げられます。

　特別条項付き36 協定届については、様式が2 枚になり、限

度時間までについて（1 枚目）と特別条項について（2 枚目）

のそれぞれの内容を記載するようになります。

　その他、特別条項について、新たな項目として下記の2 点が

追加されます。

①「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、１ヶ月に

ついて 100 時間未満でなければならず、かつ2 ヶ月から6 ヶ

月までを平均して 80 時間を超過しないこと。」に関する

チェックボックス

②「限度時間を超えて労働させる場合における手続」、「限度

時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を

確保するための措置」に関する記載欄

　36 協定届の新様式と同時に「36 協定で定める時間外労働

時間及び休日労働時間について留意すべき事項に関する指

針」も出されています。主な留意事項は以下になります。

①時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめること。

②使用者は、36 協定の範囲内であっても労働者に対する安全

配慮義務を負う。労働時間が長くなるほど過労死との関連

性が強くなることに留意すること。

③時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務

の範囲を明確にすること。

　指針にもあるように長時間労働の是正をこれまで以上に

意識する必要があり、新様式の記載においても、その記載に

ついて細かな内容が求められることになりそうです。

　指針および36 協定の新様式の記載例について、わかりやす

く説明したリーフレットが厚生労働省から出されておりま

すので、是非ご確認いただければと思います。

３．今後の実務対応

　中小企業への時間外労働の上限規制の義務化は、再来年4

月になりますが、長時間労働の是正には、商慣習や職場慣行

など様々な要因が関わっています。業務の見直し・従業員の

意識改革などにも時間を要しますので、早めに対応していく

ことをお勧めします。

「大切ですよ！就業規則」第 47 回  社会保険労務士　大竹 謙一ワンポイント
ア ド バ イ ス

～働き方改革関連法②　時間外労働の上限規制（労基法）～

◆会社の人事・労務管理ご相談ください◆

大竹労務マネジメント事務所
社会保険労務士　大  竹　謙  一

世田谷区給田3-34-7-203  TEL:03-6671-2878  
　ご相談は、ホームページからもお受け致します。

URL: www.o-roumu.jp 
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　当会会長を平成９年から２期４年歴任し、その後平成13

年から17 年間顧問として長年に亘り北沢法人会に多大な

貢献をしていただいた有限会社エスケーライフの折元定夫

顧問が、平成 30 年11 月２日に 85 歳で永眠されました。

　ご本人の御意志により通夜、告別式は行われず、12 月２日 

( 日) にホテルオークラ東京別館オーチャードホールにて、「お

別れ感謝会」が開催されました。

　折元顧問の業績に対し、東京国税局長より感謝状が届き

ましたので、飯野会長より奥様の和子様に贈呈され、皆様に

お披露目していただきました。引き続き飯野会長のご挨拶

では、折元さんが会長時代に法人会の為に会館取得の大英

断をしたこと、また会議の後に二人で東松原の居酒屋で強

いお酒を飲み明かしたエピソード等がお話しされました。

　お別れ感謝会は折元さんが名

誉顧問だった西東京市茶道華道

文化協会の皆様を中心に130 名

超の方々が参加し、本人のご意向

とおり明るい雰囲気の中で行わ

れ、ご出席された方々の顔ぶれな

どからも、北沢法人会だけでなく

折元さんに関わった全ての方々に信頼され、親しまれてい

たかが伺える、折元さんのお人柄が偲ばれる素晴らしい会

でした。

　改めて折元顧問の北沢法人会への貢献に感謝申し上げる

とともに、会員一同心よりご冥福をお祈り申し上げます。

( 事務局長　廣住 純)

折 元 顧 問  お 別 れ 感 謝 会

去る11 月２日に元北沢法人会会長 折元定夫氏（享年
85 歳）が逝去されました。

氏の在任中の功績は法人会館の取得などご存知の方も
多く、周年の記念誌に詳しく記載があります。

ここでは氏と私の懐かしい思い出など、拙い一文です
が氏を偲んで送る言葉とさせて頂きたいと思います。

私は元号が昭和から平成に代わって間もなく当時の船
橋の支部から委員として本部の広報委員会に送り出さ
れ、当時広報委員会担当副会長の折元氏から従来年間５
回発行の会報誌「ほうじん北沢」を今後毎月発行（年12
回）にしてページ数も増やしたいとの意向が示されまし
た。正直ずいぶん無理を言う人だと思いました。一体誰が
その実務を担うのかといぶかしく思ったのは私だけでは
なかったと思います。

それを氏は実に見事に４チーム編成で成しとげてし
まった。とは言っても広報委員の負担は以前より多く
なったのですが苦情も不満も出ませんでした。

当時の広報委員は企画会議・原稿依頼・文字校正・割

付作業までしていて夜おそくなる事もありましたが、氏
は最後まで残って皆の労をねぎらい、そういう場も設け
て頂きました。

とにかく、指示の後に気配りがあり、良く話も聴いて頂
きました。

そういう方だからこそ会長を退任されてからも氏を慕
う人達で年に３回（新年会・暑気払い・忘年会）の会合が
行われてきて、平成 13 年より昨年まで毎年続いていた
のが私の日記で確認出来ました。

当時の法人会幹部を中心に男女10 〜16 名位で、いつの
間にか「折元会」と呼ばれる様になりました。二次会のカ
ラオケ大会もマストで盛り上がり、氏は参加者全員に帰
り際お土産を用意して頂くのが常でした。

私も70 歳になりますが、昨年まで氏には人生の私的な
相談までご指導頂いたりして、この様な立派な先輩と知
り合えた事は私にとって法人会の最大のメリットであっ
た様に思います。

ご冥福を心よりお祈り申し上げます。
（相談役／千歳台・船橋支部　斎 藤　眞）

折 元 顧 問 を 偲 ん で《 特 別 寄 稿 》
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第11回第 13 回 クリーンウォーク 2018
第 13 回 クリーンウォークと献血の御礼

平成 30 年 10 月 27 日（土）今年で 13 回目となるクリ

ーンウォークに195 名と大勢の方にご参加いただきまし

た。昨年同様に区内 6 か所の駅近くから出発し、烏山チーム

以外の７チームが世田谷区役所で開かれた「せたがや産業

フェスタ 2018」目指してゴミを拾いながら皆で歩いてい

ただきました。

お天気が心配でしたが合羽の出番なくほっとしました。

烏山区民センターチームだけは区役所まで遠い為、約１時

間のコースを歩き出発地点をゴールとしました。

ゴール後ステージに登壇したリーダーとサブリーダーの

方々からのお話（司会は山﨑委員長）では、例年と比べて区

民の皆様の環境への意識が高まったのかゴミが減った事、

前回まで時折有った、回収出来ない大きな不法投棄ゴミは

見かけなかった事を伺いうれしく思いました。参加いただ

きました皆様、準備等お手伝いいただきました皆様、後援・

協力・協賛いただきました皆様ありがとうございました。

今年は第３庁舎前にて献血車に来ていただきました。貴

重な血液を提供していただきました皆様ありがとうござい

ました。けんけつちゃんのゆるキャラに暑い中午後まで長

時間協力いただいた青年部の方々感謝です、子ども達の笑

顔がうれしかったです。　（公益事業副委員長　鳥居 佐智子）

《下北沢 A ／下北沢支部チーム》

   雨が心配されましたが、出発時間の朝10 時半には晴天に

なり、絶好のクリーンウォーク日和になりました。

　下北沢支部では、SMBC 日興証券、みずほ銀行の両金融機

関から沢山の参加をいただき総勢18 名にて下北沢駅北口を

出発。鎌倉通り、北沢川緑道、環七、若林のルートで区役所に

到着できました。

（たばこの吸い殻はまだありましたが、以前よりかなり少な

くなってきました。）

　皆さんのご協力をいただき無事故での運営ができました

ことに感謝申し上げます。ありがとうございました。

（下北沢支部 副支部長　高久 則男）

　第13 回クリーンウォーク2018 は、10 月27 日

に、雨上がりの晴天のなか行われました。

　下北沢Ｂチームは、三井住友銀行様、昭和信用金

庫様、JCOM 様のご参加を頂き、総勢28 名でした。

　みずほ銀行北沢支店を出発し、南口商店街、茶沢

通りと淡島通りの歩道の両側、若林中央商店街を抜

けて、松陰神社前を清掃しました。途中、環七通り沿

いの、烏山川緑道の若林橋跡で休憩をしました。日

陰で風も通り、季節外れの暑さもしのぐことができ

ました。

　このコースでも、年々ゴミが減っており、たばこ

の吸い殻が減っているのが顕著でした。

( 代沢・代田支部　阿川 健志)

《下北沢 B ／代沢・代田支部チーム》
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第 13 回 クリーンウォーク 2018

　明大前支部では、J : COM さん、昭和信用金庫さん、みずほ

銀行さん一行を含む総勢 23 名でのスタートとなりました。

小さな子供さんから老人までゴミ拾いをしました。スタート

は明大前駅前で、商店街を通って一旦ゴールと逆方向の甲州

街道方面へと向い、一回り掃除して明大前駅前に戻った後、

住宅街を東松原駅方面へ。その後北沢警察署にて一旦休憩し

たのち、世田谷区役所の会場まで、皆様と和気あいあいで楽

しく、マナーを感じつつゴミ拾いができました。

　他のチームとも同じように、今年はゴミの量が昨年よりも

減少しているように感じました。

　最後に、明大前チームを代表して区役所の中庭ステージで

感想を話し、怪我もなく全員ゴールできました。ありがとう

ございました。　　　　　　　　

（明大前支部　副支部長　福本 賢太郎）

《明大前チーム》

　桜上水支部は下高井戸駅前の旭鮨総本店前からの出発で

す。前日の天気予報では午前中は雨、そして当日も朝起きた

時には雨が降っており天気が心配でした。しかし集合時間

にはスッキリ晴れて日差しが暑いぐらいになりました。

　今年も昭和信用金庫さん、J:COM さん、明治大学競走部

さんにご参加いただき 20 名でのクリーンウォークとなり

ました。私は昨年に引き続き最後尾を担当しました。

　今回の収穫は缶のプルタブ！最近すっかり見かけなくな

りました。何で落ちていたんだろう？と思いながら拾いま

した。昨年も参加したので、ゴールまであとどのくらいなの

か予測もついたため何となく気持ちに余裕がありました。

（桜上水支部　副支部長　高宮 英輝）

クリーンウォークはお天気の心配もなく早くから支部会

員の皆様が集合しました。

梅 ヶ丘駅前では商店街のハロウィンのイベントがあり朝

早くから設営の準備をしておられる中には法人会のメン

バーもブッキングして参加していらっしゃいました。

今年は特に大勢の北沢税務署の皆様にご参加いただき、

JCOM の皆様も参加していただいて梅 ヶ丘駅を出発いたし

ました。

梅 ヶ丘駅を一周して北沢緑道を環七まで、羽根木公園に

て休息、そして北沢緑道を豪徳寺駅へと向かいました。ゴミ

はさほど多くはありませんが、たばこの吸い殻、空き缶、ペッ

トボトル、コンビニ袋、食べ物の包み紙などがほとんどです。

豪徳寺駅前で休憩を取り豪徳寺の門前で写真を撮りク

リーンウォ－ク会場に向かいました。

北沢緑道を環七から豪徳寺までの直線と梅ヶ丘と豪徳寺

の商店街をクリーンにしたことになりました。なぜか梅ヶ

丘チームは毎

年最後の到着

のようです。

幟 旗 を 掲 げ

20 ～30m の

一団が捨てて

あるごみを集

めている姿を

見ると今年も

掃除していただいてと思われている気がします。十分に法

人会アピールできているのではないでしょうか。商店街も

通過しますのでねぎらいの言葉も多くいただきます。各支

部の出発地からゴミを拾い集めゴミが無残にも捨ててある

という事は、人は見られてないとゴミを捨ててしまうので

しょうか？先日もＴＶで渋谷の若者がゴミを何気なく捨て

ているのを観ました。道路はゴミ箱ではありません。

( 梅丘支部長　支部長　佐 藤　寬)

《梅丘チーム》

《桜上水チーム》
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　経堂支部は25 名が経堂駅前に集結してスタートしました。

今年も窪田先生による郷土史案内を受けながら、本町通りから

梅丘方面へ向かい、国士館大学裏の烏山川緑道、松陰神社、若林

公園を経て区役所へ。

　前半は道幅が狭いながらも車の通行量も多く、例年にもまし

て安全確保への注意・声がけが必要でした。ごみの量もやや多

かったようです。後半、緑道では植え込みに隠すように捨てら

れたビデオデッキを発見！例年、こういうパターンで「大物」

ごみが1 つ、2 つみつかります。

　若林公園はもともと毛利藩の屋敷で大夫山と呼ばれていた

場所、それが由縁で松陰神社が今の場所に鎮座したとのこと。

学びも多く、清々しくゴールしました。

（経堂支部　副支部長　西原　弘） 

《経堂チーム》

第 13 回 クリーンウォーク 2018

　早朝の雨が嘘のように上がり、晴天に恵まれた気持ちの良い朝、
給田・北烏山/ 南烏山・粕谷支部のクリーンウォークは当日参加1
名を含む総勢 21 名にて行われました。
　コースは烏山区民センターを出発し榎の交差点JA 本店前を通
り蘆花公園にてトイレ休憩をはさみ烏山神社、旧甲州街道から区
民センターへ戻ってきました。
　例年ゴミが少なく感心しておりました。今年も少なかったので
すが初めてのコースのせいか、自動販売機の周りのタバコの吸い
殻、道路わきのグリーンベルト又手入れのない垣根の様な場所に
ゴミを隠すように置いてあるのが見受けられました。きれいな場
所にはポイ捨てもしづらいものなのかなと思いました。
　途中気温もぐんぐん上がり、区民センターへ戻るころには背中がびしょびしょになるくらい汗をかいており、法人会
ジャンパーを脱ぎたい衝動に駆られましたが思いとどまり、そのままゴール。区民センターでは公益事業委員会副委員長
の内田さんと事務局の方が待っていて、記念写真とおにぎりを戴き解散となりました。歩く距離は短いですが二時間弱の
行程で地元地域のクリーンアップに貢献できて良かったなと感じました。　今回ご参加いただきました皆様、暑い中ご協
力を戴き誠に有難うございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　  （南烏山・粕谷支部　副支部長　佐伯 龍一郎）

　当日は天候に恵まれた中16 人でスタートし、ゴール

のせたがや産業フェスタの会場である世田谷市役所ま

で約２時間ゴミを拾って歩きました。

　今回初参加でしたが、思っていたよりゴミの量が少

なく感じました。

　今までのクリーンウォークの活動が周辺住民の方々

の意識の変化に繋がったのではないかと考えていま

す。

　この活動が地域の方全体に広がるよう今後も活動に

励んでいきたいと思います。　　　　　

　　(千歳台・船橋支部　伊東 真太郎)

《千歳台・船橋チーム》

《給田・北烏山/南烏山・粕谷チーム》



― 29 ―

第 30 回  ボウリング大会
　平成 30年11月14日 （水） 経堂ボウルにおいて、第30回の

節目を迎える北沢法人会ボウリング大会を開催しました。

　この大会には、56 名の選手が出場、盛大に開催すること

ができました。

　佐藤厚生委員会副委員長の司会で千葉厚生委員長の開会

宣言、飯野会長の挨拶がありました。

　佐々木厚生委員の指導で準備体操を行い、飯野会長の始

球式で大会が始まりました。

　14 レーン全レーンを借り切っての大会でしたので、賑や

かで、力あふれるプレーが見られ、日頃の練習の結果を競い

合いました。

　競技終了後、競

技したすべての

方に、賞品をいた

だくことができ

ました。

　「天ん洋」に場

所を変えて懇談

会を開催しました。飯野会長の挨拶の後、広瀬副会長の乾杯

で、和やかに懇親の機会を持つことができました。

　今回のボウリング大会の運営に携わってくださった、厚

生委員会の皆さん、賞品を提供してくださった皆さんに熱

く御礼申し上げたいと思います。

　（副会長　広 瀬　淡）

給田・北烏山支部 税金クイズ・芋煮大会

　平成 30年11月17日（土） 夕刻、雲一つない秋晴れの夕か
ら盛大に開催しました。
　場所はありがたいことに、給田の宍戸コンクリートさん
の敷地で、テント・机・料理器具一式等すべて用意され、そ
れらをお借りし、協力をしていただきました。
　盛沢山の内容を紹介しましょう。
☆成城消防署からは、初期消火の消火器の使い方。
　自動心臓マッサージAED の使用方法。
＊皆さん興味津々ですが、何度講習を受けても戸惑います。
☆世田谷社会福祉協議会からは災害時のアルファー米の調

理方法。
＊思ったより美味しく頂きました。演習を勉強しておくことは

大切ですが、災害にならないことを願うばかりです。
☆宍戸コンクリートさんからは大釜で薪を使ってご飯炊。

＊最初の試みだったらしく、時間の配分など皆さんいろい
ろの意見が出て( 笑)、炎に照らされた顔・顔・顔・笑い顔
が楽しそうで暖かでした。出来上がりは好評だったらし
く、私も食べたかったな…。

☆芋煮は、材料は前日、日頃の主婦力発揮の会員有志で準備
しました。

＊もちろん当日の味付け抜群で好評でした。
　税金クイズも行われましたが、私は残念なことにそちら

に気が行かない忙しさ？でした。
　参加者は法人会、関係団体、地域の大勢の方々で盛り上が

りました。
　皆さんも来年ご参加下さい。お酒も参加人達のご厚意で

たくさん用意されていますよ。
( 給田・北烏山支部　副支部長　上村 ともえ)

成城消防署によるAED 使用方法の説明 薪と大釜でのご飯炊き
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経堂支部  第 40 回 天狗会ゴルフコンペ
　平成 30年11月５日（月） , 昨年に続き富岡 CCで開催、遅

刻をしないようにバスに乗り込むとほぼ全員が笑顔で迎え

てくれる。（遅刻者なし）８時過ぎに到着後、不謹慎にも朝酒

を呑み記念写真撮影に。

　あいにくの雨模様で傘を持ちながらのラウンドである。

昼にも酒の力を借り藤元さんの飛距離に脱帽。

ゴルフは大人の社交場であり同じ方向に声をかけあい時間

を過ごす。親睦にはうってつけである、天狗会が永きに亘り

続くのは皆さんの人徳であることは間違いがない。

  蜂谷さんの計らいの釜飯が最高で車中の宴会も盛り上が

る。たまたま私（善徳）がベスグロ優勝！改めて御礼申し上げ

ます。丸山支部長、馬場、佐々木副支部長、毎年ご苦労様です。

　皆様のお陰で天狗会も盛り上がります。心から感謝申し

上げます。そして初参加の清水美奈子さん２位は素晴らし

い!!                                   

       （経堂支部　善徳  訓寛）

千歳台・船橋支部  キッズフェスタの税金クイズ
　平成 30 年10 月７日(日) キッズフェスタが開催され、私

達は税金クイズをやりました。 10 月にはめずらしくこの

日１日は猛暑で 30 度もありましたが、子ども達は遊びに

来てくれました。積み木、ベーゴマ、独楽つくり、スライム、

ヨーヨーつり、缶バッチ作り、フラダンスの衣装を着て写真

を撮りましょうのコーナー、帽子作り、輪投げ、ソースせん

べい、スタンプラリーのお菓子の掴み取り等沢山の遊びが

ほとんど無料で楽しめます。

　子ども税金クイズも２時半頃終了する人気！？です。子

どもクイズといっても結局は親と一緒に考える事になるの

ですが、「Q：小、中学校９年間生徒一人にいくら国は税金を

使っているでしょう。」「A：819 万円」という答えに親も子

どもも「えー！そんなに！」と驚いていました。

　この問題は特に良かったと思いました。子どもに身近な

問題は子ども自身に税に対する考え方の基礎を、教え考え

させていくと思います。税金クイズは楽しく学ぶチャンス

になっているのです。

( 千歳台・船橋支部　副支部長　山﨑 富美子)

梅丘支部  しろやま倶楽部フェスティバル（税金クイズ）
　平成 30 年 10 月 28 日（日） 世田谷区立城山小学校に

おいて第12 回しろやま倶楽部フェスティバルが盛大に開

催され総合型地域スポーツクラブらしく地域の老若男女多

くの方々が参加されました。

　我々北沢法人会梅丘支部は、「地域の知っ得コーナー」に

おいて「税金クイズ」を行い、150 人の方々に参加して頂き、

税金の使い道などの問題を一緒に考えて頂きました。

　例年通り回答をして頂いた方には（ボールペンやシャー

プペンなどのけんたくんグッズ）を、また子供さんには（北

沢法人会の風船）も差し上げて大変喜んで頂きました。今後

も税について考える機会を提供して参ります。

（梅丘支部　副支部長　平塚 敬二）
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代沢・代田支部  公 開 税 務 研 修 会

11月 22日(木)、下北沢支部のバス移動研修会として、「ス

カイツリー展望台から眺める絶景な夕日と浅草で美味しい

ふぐ料理を堪能」を企画いたしました。東京に住んでいるに

もかかわらず未だにスカイツリーに行ったこともない方々

が、相当いらっしゃったので、この企画になりました。かく

言う私も開業して6 年にもなるスカイツリーは未経験でし

た。

さて、スカイツリーから夕日を見るという最高のシチュ

エーションを目指すべく、下北沢を出発したのが16 時15

分、混んでいなければちょうど夕日を見られる時間に到着

のはずでしたが、あいにく都心部はものすごい混雑、結局到

着したとき、すでに太陽は地平線の彼方に沈んでおり、真っ

暗でした。しかし、その真っ暗だったことが幸いして、素晴

らしい夜景を見ることができました。私も色々なところで

夜景を見てきましたが、ここまで東京が狭く感じる夜景は

初めてでした。やはり、634m の高さだとかなり遠くまで見

渡せるというのがあるのでしょう、東京どころから近県の

エリアまですぐ手前に見えて距離感がわからなくなって

しまいました。

素晴らしい夜景のあとは、浅草の観音裏にあるふぐと

すっぽんの専門店「辻むら」さんで美味しいふぐをいただ

きました。今回のお料理は、ふぐ料理でしたが、すっぽんも

専門だということで、食事前にすっぽんのスープの試飲、

その美味しさに感動したみなさんは、お土産で買って帰る

ほどでした。下北沢支部では、新入会員の方々の参加が多

く、美味しい料理を堪能しながら、紹介とPR を行い、今後の

支部活動への意欲的な参加を表明してくださるなど、本当

に有意義なバス移動研修会になりました。

今後は、飲食店などどうしても夜には参加できない支部会

員さんも多いため、支部のあらゆる職種の方に参加できる

よう、早朝、お昼、近場、遠距離、さまざまな形で企画をして、

なるべく支部の様々な方が参加できるようにしたいと思い

ます。

（下北沢支部  副支部長　長沼 洋一郎）

下 北 沢 支 部  バ ス 移 動 研 修 会

北沢法人会 代沢・代田支部は、平成 30 年 12 月 6 日（木） 

18 時より、北沢タウンホール第一集会室にて、公開税務研

修会を開催致しました。当日は、雨はやんだものの、師走の

寒さとなりました。

会員17 名が参加し、渡 支部長の開会のあいさつで始ま

りました。北沢税務署法人課税第一部門上席国税調査官池

田研司様より、「軽減税率への対応」をテーマに、平成 31 年

10 月1 日より引き上げられる消費税に合わせて実施される

消費税軽減税率制度について、一時間ご講演頂きました。

まず、軽減税率の概要と対象品目（飲食料品）について説

明がありました。原則として、飲食料品は軽減税率が実施さ

れ、外食はその適用から除外されます。

「飲食料品の範囲の問題（適用税率の判定時期）」の問題と

して、テイクアウトで飲食料品が取引されたのち、天気が悪

く店内で飲食した場合の適用税率の問題が話されました。

この場合に、法は取引時の当事者の意思表示を原則とする

ため、軽減税率が適用されます。

次に、「外食等の範囲」として、店舗近くにある休憩所（飲

食設備）での飲食の問題が紹介されました。この場合に、外

食 か 否 か

は、場 所 要

件とサービ

ス要件を満

たすか否か

により判定

さ れ ま す。

単なる公園

のベンチは

飲食設備と

なりません。しかし、飲食料品を提供する事業者と飲食設備

を管理する者との間で利用させる合意があった場合には、

飲食設備（外食）に該当し、軽減税率が適用されません。

最後に、適格請求書等保存方式（「インボイス制度」平成

35 年より導入）などについて、ご説明頂きました。

軽減税率について、事業者では理解が進んでいなかったよ

うに思われますが、事業者が直面する問題を中心にお話し

いただき、今回のご講演で理解が進みました。

（代沢・代田支部　阿川 健志）

北沢税務署
池田上席

代沢・代田支部
渡瀬支部長
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平成 30 年10 月 28 日( 土) 第６回蘆花まつりが、都立蘆

花恒春園の多目的広場周辺で主催烏山地域蘆花まつり実行

委員会・共催世田谷区で10 時～午後3 時で開催されました。

地域の学校も多く参加し、高校吹奏楽部の場内パレードで

開会になり、ステージも次々にイベントで盛り上がり、県の

物産展も出る大きなお祭りです。数十年前から南烏山商店街

の一部を道路閉鎖して、近地域の町会・商店会が参加し模擬

店を出していた行事でしたが、近年の道路事情により数年前

に中止に追い込まれました。

しかしいろいろな方面の努力で場所を変えて復活し、規模

が大きくなりましたが、法人会は烏山地域として長年にわた

り参加を続けています。法人会ブースは８時から準備を始め

て、南烏山・粕谷支部は綿あめ・フランクフルト・コンニャ

ク田楽・飲物などの販売、給田・北烏山支部は税金クイズで

の啓蒙活動と担当を分けて活動しました。

好天に恵まれて会場は人出で埋まりブースの前には長い

行列が出来て休む暇もなく、昼過ぎに綿あめが完売してから

は次々と完売になりました。

税金クイズは、子供用紙と解答用紙も用意、景品は法人会

グッズ・ウテナ化粧品が好評、答え合わせの解説にも力が入

り時には質問を受けて、納得の笑顔で説明の甲斐もありまし

た。後片付けの始末の後、再度集まり反省会とお疲れ様会で

ようやく一息つきました。

（給田・北烏山支部　相談役  中村 みのり）

南烏山・粕谷支部／給田・北烏山支部 蘆 花 ま つ り

　平成30年11月14日(水)、梅丘支部と明大前支部共催

による紅葉の山梨へのバス移動研修が行われました。

　ハイジ村では、総勢33 名の参加者が、ロードトレイ

ンに乗り込み園内を一周して、都会の喧噪を忘れ、南

アルプス、八ヶ岳、富士山を一望できる360 度のパノ

ラマの景色を満喫しました。

　枯れ葉散るオオムラサキセンターは閑散としてい

ましたが、夏休みには、ちびっこ連れの家族が、大

勢来園するそうです。また清流釜無川で川遊びを満

喫する子供たちの笑い声が響くそうです。

　青春芸術村に住む人がいると聞き、驚きましたが、

近年、景色が良く、水が綺麗な山梨に移住する人が

多いそうです。

　「酒蔵　七賢」に立ち寄り、お酒を試飲して、お土

産を手に‥一路東京へ、勿論、ビンゴゲームでは、若

梅丘支部／明大前支部 バ ス 移 動 研 修

手の皆さんが賞品をゲットしていました。

（明大前支部　幹事　本橋 はるみ）

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ブロードメディア・サービス㈱／㈱ユニワールド
☎ 03-5355-1395   www.bm-s.jp/

スマホでカンタン文字送信・持ち運び楽 ・々多言語対応・極薄・軽量・
防水・防塵・バッテリー駆動・配線取付け工事不要 39,800円～

店舗・会社の商品PRに
文字が流れるLEDパネル看板
災害時には避難誘導や告知にも
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下 北 沢 支 部   Invader One Flat cafe
裏路地にある隠れ家的 BAR。
ウイスキー、クラフトジンを中心に『美味しいお酒』に拘ったセ
レクトしております。
毎週木曜日は数量限定こだわりのスパイスカレーがございます。
またDJ 機材を設置しておりますのでDJ イベント、アコース
ティックライブ等ご利用頂けます。
居心地の良い雰囲気でゆっくりと美味しいお酒を楽しんで下さ
いね。

会 員 紹 介

下 北 沢 支 部    c a f e & b a r  T E N
当店は下北沢最多、シングルモルトを

メインに100 種類を超えるウイスキー

を堪能出来ます。定番のウイスキーは

もちろん、ボトラーズや限定品等の珍しいウイスキーも多

数取り扱っておりますので、ウイスキーがお好きな方には

必ず満足していただける自信があります。カクテルもあえ

てメニューは作らずに豊富なスピリッツ、リキュールから

お客様のお好みに合わせたカクテルをお作り致します。季

節のフルーツを使ったカクテルやミクソロジーカクテル等

もご用意しております。

また、当店はシガーバーという側面もあり、葉巻もキューバ

産をメインに豊富な種類を取り扱っておりますので、是非

ウイスキーやカクテルと葉巻のマリアージュをお楽しみ下

さい。ウイスキーやカクテル以外にもワイン（ポートワイ

ンもあります）やクラフトビール等も取り扱っております。

パスタや唐揚げなどフードメニューも充実しています。

ご来店お待ちしております。

会 員 紹 介

世田谷区北沢2-34-11 リアンビル2F

電話番号＝03-6804-8157

定休日＝月曜日

営業時間＝20 時～翌５時

世田谷区北沢 2-31-2 大久ビル 1F

電話番号＝ 03-5790-9862

定休日＝月曜日

営業時間＝ 20 時〜翌 2 時　

千歳台・船橋支部   特定非営利活動法人 アート工房らん会 員 紹 介

(特 非)アート工房らん    山田 千恵子

日時：毎週月曜日・日曜日の個人指導

　　　（都合により、ご相談に応じます）

事務局：TEL 03-3417-5405

E-mail：a-toran@Kbe.biglobe.ne.jp

住　所：世田谷区砧 2-21-10-106 号

オーダーメイド手織機　特許権・商標登録
[ 構法 ] 組立式
[ 材質 ] 木材・ステンレス
[ 大きさ ] 幅 43cm ×奥行 50cm ×高さ 40cm
[ 重量 ] 約 3.3kg　　

オーダーメイド手織機

手織りのたのしさ

　手作りのよろこび
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世田谷都税事務所長感謝状贈呈式
　平成30 年12 月13 日( 木) 世田谷区合同庁舎において、

平成30 年度東京都世田谷都税事務所による「税務功労者

感謝状贈呈式」が行われ、法人会からは善養寺副会長が受彰

されました。

　善養寺副会長は、日頃から都税の広報活動( ポスターの

掲示、eLTAX エルタックスの普及・啓蒙) 等、税務行政の推

進に法人会役員と

して積極的に協力

し、納税意識の高揚

と税の正しい知識

の普及にご尽力さ

れたことが認めら

れました。おめでと

うございます。

　また、今年は受彰者だけでなく、北沢税務協力団体長にも

贈呈式にご出席していただき、盛大な贈呈式となりました。

( 事務局　廣住　純 )

ほうじん北沢 343 号
平成 31 年 1 月 1 日発行

　発行所　〒 154-0022
　　　　　東京都世田谷区梅丘 1-43-1
　　　　　公益社団法人 北沢法人会
　発　行　人　飯野　光彦　
　広報委員長　竹股　克之　
　編　集　人　塩原　孝夫
　　　　　TEL  03-5450-7121
　　　　　FAX 03-5450-7122

当誌は全頁にて再生紙
を使用しています。

第１問　答え　①国の税金

給料から天引き（源泉徴収）される

税金は、源泉所得税と住民税の２種

類があります。源泉所得税は、国に

納める税金（＝国税）で、管轄して

いるのは税務署です。一方、住民税

は、地方自治体に納める税金（＝地

方税）で、都道府県や市区町村が管

轄しています。納付手続き等は、市

区町村がまとめて行います。

第２問　答え　②１５万円

通勤手当（通常の給与に加算して支給されるも

のに限る。）や通勤用定期乗車券（これらに類す

る手当や乗車券を含む。）は、利用する手段に応

じて１か月当たりの非課税限度額が設けられて

います。平成28 年度の税制改正により、給与所

得者に支給する通勤手当の非課税限度額が10

万円から15 万円に引き上げられましたが、この

改正は、平成28 年１月１日以後に支払われるべ

き通勤手当に適用されます。

税金クイズこたえ

◇会員勧奨について◇
　11 月になると話題に上る会員勧奨に
ついて、思うところを書いてみます。
　勧奨数を積み上げている支部と勧奨
数が伸び悩んでいる支部の差としてよ
くあげられるのは、支部エリア内の企業
や店舗の数だと思います。
　たしかに、勧奨できる母数が多ければ
多いほど楽ですが、ここで大きな勘違い
をされている方々も多く、その勘違いを
取り除くことで勧奨数を飛躍的に伸ば
せる可能性がありますので、今回は、リ
レー後記にその勘違いを指摘させても
らいます。

勘違いその１
「支部のエリア内の企業・お店しか

支部の勧奨数にカウントされない」
　実は、紹介者の所属支部によって、支部
の勧奨数にカウントされるのですが、そ
のことを知らない方が多く、何が何でも

自分の支部のエリア内だけで勧奨しよう
として苦戦していることが多いです。

勘違いその２
「北沢税務署管内の

企業・お店しか勧奨できない」
　勘違いその１と似ていますが、これも
勘違いとして多いです。事務所や本社が
北沢税務署管内でなくても、北沢税務署
管内での活動や北沢法人会での活動を
希望する方は、当然勧奨の対象になりま
す。昨今、大企業では、エリアによって一
元管理する企業も多く、渋谷や港区など
に事務所や支社を置いているけれども、
メインの活動場所が北沢税務署管内で
あったり、社会貢献として北沢法人会へ
参加したい企業も多数あります。

勘違いその３
「法人以外は、勧奨できない」

　北沢法人会が公益化されてから、ある
特定の形態の方だけのための団体では
なく、広く門戸を開き公共に資する団体

という意味合いが強くなりました。した
がって、法人ではなく個人事業主である
方はもちろんのこと、ビル経営やマンシ
ョン経営、純粋に社会貢献をしたい個人
の方などなど、とにかく北沢法人会へ参
加して活動してくれる方へも門戸を広
げております。

　大きな勘違いとしては、この３つがあ
ると感じております。もちろん基本とし
ては、北沢税務署管内の法人をメインに
ご自分の支部から仲間を集めるのが大
事だとは思います。しかし、北沢法人会
の仲間としてこれからも一緒に活動し
てくれる方であれば、拘る必要はないと
感じております。是非、皆さまもよく遊
びに行く他の街のお店や他のボランテ
ィア活動や地域活動でお知り合いにな
られた方にお声がけしてみてはいかか
でしょうか？

　（下北沢支部　長沼洋一郎）

リ レ ー 後 記






